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大型車両の通行適正化の大型車両の通行適正化の
取組について

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism



通行許可基準の見直し【参考】

【H26年度中に実施】

○ コンテナ車を始めとするバン型等のセミトレーラ連結車の車両長の制限を緩和

⾞両⻑の制限を現⾏の１７ｍから引き上げ緩和の内容

現行の車両長の制限 １７ｍ

（バン型等セミトレーラの制限値）

緩和の効果

４０フィートコンテナより約１ ５ｍ大きな４５フィートコンテナが積載しやすくなる４０フィ トコンテナより約１．５ｍ大きな４５フィ トコンテナが積載しやすくなる

【参考】 バン型等のセミトレーラ連結車の車両長の制限は、道路交通管理課長通達
「バン型等の連結車に係る特殊車両の通行許可の取扱いについて」で規定 1



大型車両を誘導すべき道路について 国による一括審査を実施
【参考】

○ 大型車両の流動を望ましい経路へと誘導することで適正な道路利用を促進するため、道路法等の

一部を改正（平成２５年６月５日公布、平成２６年５月３０日施行）。

大型車両を誘導すべき道路について、国による 括審査を実施

○ 大型車両の通行を誘導すべき経路を構成する道路を指定するとともに、当該道路に係る通行許可

について、国の一括審査により、許可までの期間を短縮。

（あわせて誘導すべき道路ネットワークの充実・通行支障箇所の解消を推進）

物流拠点

【H26年度中に実施】

橋梁補強

耐荷重不足
右左折の支障

交差点改良

重要な物流拠点等を発着する大型
車両の交通行動をシフト

枢要な港湾

大型車両の通行を誘導すべ
きネットワークとして指定

望ましくない経路
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違反取締りや違反者への指導等の強化（即時告発の取組）【参考】

【H26年度から実施】

○ 基準の２倍以上の重量超過等悪質な違反者は、現地取締りにおいて違反を確認した場

合は即時告発を実施

従前の告発対象となる類型 新たな告発対象となる類型

特車許可違反し、
重大な交通事故等

特車許可違反し、
重大な交通事故等

道路管理者による
通行の中止等の命令を違反

道路管理者による
通行の中止等の命令を違反

常習的に特車通行許可違反 常習的に特車通行許可違反

基準の２倍以上の重量超過等

【参考】 告発の対象となる類型は、道路局長通達「車両の通行の制限について」で規定 3


